
［標準様式例6-2］
　【　　工　事　　】

契約変更年月日 平成6年6月27日

契 約 業 者 名 （株）新みらい

契約業者の住所 茨城県つくばみらい市絹の台二丁目２番地３

工 事 の 名 称 Ｒ５圏央道管内改良その３工事（第２回変更）

工 事 場 所 茨城県猿島郡境町山﨑地先　外３箇所

工 事 種 別 一般土木工事

　（境地区）

　法面工　　　　　　　　　　　１式

　調整池工　　　　　　　　　　１式

　排水構造物工　　　　　　　　１式

　舗装工　　　　　　　　　　　１式

工 事 概 要 　道路付属施設工　　　　　　　１式

　構造物撤去工　　　　　　　　１式

　応急処理工　　　　　　　　　１式

　仮設工　　　　　　　　　　　１式

　（坂東地区）

　法面工　　　　　　　　　　　１式

　調整池工　　　　　　　　　　１式

　排水構造物工　　　　　　　　１式

　舗装工　　　　　　　　　　　１式

　道路付属施設工　　　　　　　１式

　構造物撤去工　　　　　　　　１式

　応急処理工　　　　　　　　　１式

　仮設工　　　　　　　　　　　１式

　（弓田地区）　

　礫分別工　　　　　　　　　　１式

　仮設工　　　　　　　　　　　１式

　（高須賀地区）

　道路土工　　　　　　　　　　１式

　排水構造物工　　　　　　　　１式

　応急処理工　　　　　　　　　１式

　仮設工　　　　　　　　　　　１式

工 期 （ 自 ） 令和5年8月24日

工 期 （ 至 ） 令和6年6月28日

    （第２回、最終）契約変更の内容



契約前の変更金額 ¥173,910,000

変 更 金 額 増 ¥40,700,000

変更後の契約金額 ¥214,610,000

変 更 理 由

（境地区）
　１．法面工
１）現地精査の結果、シール工に溶接金網を追加する。
２）数量精査の結果、作業土工を増工する。
　２．調整池工
１）現地精査の結果、ブロック積復旧工を減工する。
２）現地精査の結果、かご工にかかる作業土工を増工する。
　３．排水構造物工

１）現地精査の結果、側溝工と集水枡・マンホール工に蓋が必要
となったため、増工する。
２）数量精査の結果、作業土工を増工する。
　４．舗装工
１）現地調査の結果、アスファルト舗装工を減工する。
２）設計精査の結果、調整池内コンクリート舗装に丸環仕上げが
必要なことから、コンクリート舗装工を増工する。
　５．道路付属施設工

現地調査の結果、調整池内の油水分離桝への連絡通路として階段
が必要になったことから、階段工を増工する。
　６．構造物撤去工
１）現地精査の結果、構造物取壊し工を減工する。
２）現地調査の結果、油水分離桝設置に伴い、ふとんかごと地先
境界ブロックが不要となったため、かご撤去工、縁石撤去工を増
工する。
　７．応急処理工

　数量精査の結果、応急処理工を増工する。
　８．仮設工
　現地調査の結果、油水分離桝施工時に仮水路が必要となったた
め、仮水路工を増工する。
（坂東地区）
　９．法面工
１）設計精査の結果、シール工に溶接金網を追加する。
２）現地精査の結果、作業土工を増工する。

　１０．調整池工
　現地精査の結果、かご工にかかる作業土工を増工する。
　１１．排水構造物工
１）現地調査の結果、調整池法肩部にＵ字溝設置の必要性が生じ
たことから、側溝工、作業土工を増工する。
　１２．舗装工
　設計精査の結果、調整池内コンクリート舗装に丸環仕上げが必
要なことから、コンクリート舗装工を増工する。

　１３．道路付属施設工
　現地調査の結果、調整池内の油水分離桝への連絡通路として階
段が必要になったことから、階段工を増工する。
　１４．構造物撤去工
１）現地精査の結果、構造物取壊し工を減工する。
２）現地調査の結果、油水分離桝設置に伴い、ふとんかごと地先
境界ブロックが不要となったため、かご撤去工、縁石撤去工を増
工する。



　１５．応急処理工
　現地精査の結果、調整池内除草にかかる応急処理作業工を増工
する。
　１６．仮設工
　現地調査の結果、油水分離桝施工時に仮水路が必要となったた
め、仮水路工を増工する。
（弓田地区）
　１７．礫分別工

　受注者との協議の結果、ヤード整備に必要な敷砂について、比
較検討により、礫分別の方が安価となるため、ストックヤードで
の礫分別を増工する。
　１８．仮設工
　受注者との協議の結果、ストックヤードでの新規工事が追加さ
れたため、交通管理工を増工する。
（高須賀地区）
　１９．道路土工

　受注者との協議の結果、橋台背面の盛土施工が必要となったた
め、道路土工を増工する。
　２０．排水構造物工
　受注者との協議の結果、橋台背面盛土にかかる地下排水工を増
工する。
　２１．応急処理工
　受注者との協議の結果常総ＩＣ～つくば中央ＩＣ間の除草作業
が必要となったため、応急処理作業工、運搬処理工を増工する。

　２２．仮設工
　受注者との協議の結果、ヤード整備が必要となったため、ヤー
ド整備工を増工する。
　２３．共通仮設費
　現地調査の結果、ヤード整備をおこなう借地部に近接する民家
があるため、事業損失防止施設費を増工する。


